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「
初
夢
」

で
は
な
い

千
住
大
橋
が
鉄
橋
に
な
つ
た
か
ら
、

都
電
や
都
バ
ス
私
バ
ス
が
通

る
よ
う
に
な
つ
た
。

省
線
が
取
手
ま
で
開
通
に
な
つ

た
か
ら
、

足
立
の
商
品
の
売
れ
ゆ
き
が
良

く
な
つ
た
。

住
宅
問
題
が
幾
分
緩
和
さ
れ

た
。

公
会
堂
や
図
書
館
が
設
置
さ
れ

た
ら
、

電
話
が
東
京
局
に
編
入
に
な
つ

た
ら
、

競
輪
場
が
出
来
る
こ
と
に
な
つ

た
ら
、
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年
頭
の
辞

足
立
区
長
　
大

山

雅

二

私
ど
も
は
こ
こ
に
終
戦
五
年
目

の
新
春
を
苦
し
い
生
活
の
う
ち

に
も
希
望
の
数
々
を
も
つ
て
迎

え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
こ
と

は
誠
に
御
同
慶
に
た
え
な
い
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。私
ど
も
の

周
囲
は
最
近
幾
分
落
着
を
と
り

も
ど
し
ま
し
た
が
、今
ま
で
は

重
な
る
悪
条
件
の
連
続
で
あ
り

ま
し
た
。し
か
し
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、区
民
の
皆
様
が
楽

し
い
朗
ら
か
な
生
活
の
設
計
と

住
よ
い
郷
土
の
建
設
延
て
は
日

本
再
建
に
対
す
る
涙
ぐ
ま
し
い

努
力
は
漸
次
こ
こ
に
芽
が
伸
び

花
を
持
ち
実
を
結
び
つ
つ
あ
り

ま
す
。即
ら
昭
和
七
年
足
立
区

誕
生
そ
の
ま
ま
の
姿
も
文
化
的

都
市
の
姿
に
な
り
つ
つ
あ
り
、

な
お
戦
災
の
復
旧
か
ら
振
興
の

域
に
前
進
し
つ
つ
あ
り
ま
す
こ

と
は
心
強
く
感
ず
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。本
年
の
見
通
し
は

明
る
い
ニ
ユ
ー
ス
が
大
部
分
で

あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
暗
い
ニ

ユ
ー
ス
も
な
い
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
ど
も
は
暗
い
ニ
ユ
ー
ス

は
極
力
こ
れ
を
排
除
し
明
る
い
ニ

ユ
ー
ス
の
実
現
化
に
新
春
早

々
か
ら
周
到
な
る
計
画
の
も
と

に
全
力
を
つ
く
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
信
じ
ま
す
。
そ
し
て

私
ど
も
の
昭
和
二
十
五
年
の
足

跡
が
、
後
世
に
批
判
せ
ら
る
る

と
き
立
派
な
も
の
で
あ
る
よ
う

区
民
皆
様
の
御
協
力
と
御
努
力

を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
り
ま

す
。

年
頭
の
所
感

足
立
区
議
会
議
長
　
金

子

重

吉

輝
か
し
い
昭
和
二
十
五
年
の
新

春
を
区
民
の
皆
様
と
寿
ぐ
事
が

出
来
ま
す
こ
と
を
衷
心
か
ら
御

慶
び
申
上
げ
ま
す
。

戦
後
の
耐
乏
生
活
も
漸
く
曙
光

を
見
出
し
昭
和
二
十
五
年
こ
そ

平
和
新
日
本
建
設
に
画
期
的
な

躍
進
が
示
さ
れ
る
も
の
と
思
う

の
で
あ
り
ま
し
て
区
民
の
皆
様

に
於
か
れ
て
も
な
お
一
層
の
御

努
力
を
希
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

顧
み
て
昭
和
二
十
四
年
は
国
政

の
多
難
は
申
す
に
及
ば
ず
足
立

区
政
も
財
政
上
の
悪
条
件
を
克

服
し
足
立
区
を
文
化
性
に
富
む

郷
土
に
せ
ん
と
の
心
搆
え
か
ら

文
化
施
設
の
拡
充
と
大
足
立
区

建
設
の
た
め
区
議
会
は
理
事
者

と
一
体
と
な
つ
て
努
力
し
て
参

つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

然
し
な
が
ら
区
行
政
が
地
方
自

治
の
伸
展
に
よ
り
法
律
上
は
府
県

の
市
同
様
に
扱
わ
れ
て
居
る

に
か
か
わ
ら
ず
実
際
は
特
別
区

と
言
う
制
約
を
受
け
財
政
的
実

体
を
欠
如
す
る
為
完
全
自
治
体

と
し
て
の
活
動
が
出
来
ず
区
民

の
皆
様
か
ら
要
望
さ
れ
る
請
願

、陳
情
等
に
つ
い
て
も
充
分
な

御
満
足
を
与
え
ら
れ
な
い
こ
と

を
遺
憾
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

現
在
二
十
三
区
で
は
区
政
の
拡

大
に
伴
い
自
主
的
財
政
権
確
立

の
た
め
一
丸
と
な
つ
て
努
力
し

て
居
り
ま
す
の
で
、
い
ず
れ
財

政
的
の
見
通
し
も
つ
き
積
極
的

に
区
政
の
運
営
が
出
来
る
も
の

と
期
待
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま

す
。

区
議
会
も
本
年
は
昨
年
に
増
し

よ
り
活
溌
に
皆
様
と
共
に
活
動

す
る
方
針
で
あ
り
ま
す
の
で
今

後
共
絶
大
な
る
御
支
援
を
賜
わ

ら
ん
こ
と
を
切
に
望
み
ま
し
て

年
頭
の
所
感
と
致
し
ま
す
。

ユ
ニ
セ
フ
か
ら
の

ク
リ
ス
マ
ス
・
プ
レ
ゼ
ン
ト

要
保
護
家
庭
の
子
供
に

日
本
の
貧
し
い
子
供
た
ち
の
ク

リ
ス
マ
ス
・
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
と
国

際
連
合
の
好
意
で
、ユ
ニ
セ

フ
(
国
際
児
童
緊
急
救
済
基
金

局
)
の
立
派
な
衣
料
が
今
回
初

め
て
わ
が
国
に
も
贈
ら
れ
て
き

た
。足
立
区
に
も
要
保
護
家
庭

の
満
三
才
以
上
八
才
未
満
の
子

供
一
、一
二
五
名
に
二
二
五
〇

点
と
い
う
沢
山
な
児
童
服
、シ
ヤ

ツ
、パ
ン
ツ
が
配
ら
れ
る
こ
と

と
な
り
、こ
の
配
給
が
十
二

月
二
十
二
日
と
二
十
三
日
の
両

日
、各
民
生
館
、民
生
事
務
所

で
行
わ
れ
た
が
、二
十
二
日
の

本
木
民
生
館
に
お
け
る
配
給
に

は
、ユ
ニ
セ
フ
日
本
派
遣
事
務

局
長
マ
ル
ゲ
ル
タ
、ス
ト
レ
ー

ラ
女
史
、
G
H
Q
公
衆
衛
生
局
福
祉

課
長
ア
ー
ビ
ン
グ
、マ
ー

カ
ソ
ン
氏
、
ネ
ル
ソ
ン
、
ネ
フ

大
佐
、
外
報
道
班
、
厚
生
省
か

ら
高
田
児
童
局
長
、
内
藤
養
護

課
長
以
下
係
官
、
東
京
都
か
ら

島
岡
児
童
課
長
以
下
、
そ
の
他

N
H
K
東
京
ニ
ユ
ー
ス
、
各
新

聞
社
並
び
に
通
信
社
等
多
数
来

館
、
美
し
い
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
ス

ト
レ
ー
ラ
女
史
、
大
山
区
長
、

関
係
職
員
か
ら
子
供
た
ち
母
親

た
ち
の
歓
喜
と
感
謝
の
裡
に
手

渡
さ
れ
た
。

な
お
ユ
ニ
セ
フ
衣
料
の
本
区
に

お
け
る
民
生
館
所
別
配
給
は
左

表
の
通
り
で
あ
り
、
こ
れ
に
続

い
て
満
八
才
以
上
十
一
才
未
満

の
子
供
へ
の
配
給
も
近
い
中
に

あ
る
筈
で
あ
る
。

区議会日誌
12月6日　教育委員会実地調査
学童養護施設の一環となる臨海学園の

設置について千葉県大貫へ実地調査に
赴いた

12月7 日　土木委員会
1. 道路橋梁の補修について

12月9日　都建設委員会及び都建設局か
ら実地調査に来区

都建設委員会及び都建設局では区及び
区議会の予てからの要望により、区内道

路橋梁の状況視察に来区、破損の
甚だしい重要道路、橋梁の現状を調査
の結果、その補修について善処せられ
ることとなつたが、就中西 新井橋につ
いては、その改修の緊急性を充分認 め
た

12月12日　土木建築両委員会実地 調査
先頃区内新田上町、同下町及び南鹿浜
町、南堀之内町地内から、都市計画に
より決定されて居る該地域内の緑地々
域を工場地域に指定換えをされたい旨
の要望があつたので、両委員会ではそ
の実情について実地調査を行つた

12月16日　教育委員会
1. 小学校復旧工事追加予定について

2. 教員住宅敷地について
12月20日　厚生委員会

1. 共同募金配分金受入団体設定につ
いて

2. 公設質屋新設計画について
12月23日　総務財務合同委員会

1. 自主的財政権確立について

謹賀新年
足
立
区
議
会

議

長

金

子

重

吉

足
立
区
議
会

副

議

長

畑

三

郞

足
立
区
議
会

議

員

伊

藤

鶴

藏

〃
　
　
　

森

敬
之

助

〃
　
　
　

藤

來

勇

〃
　
　
　

荻

原

卯

助

〃
　
　
　

中
川
直
次
郞

〃
　
　
　

鈴

木

英

武

〃
　
　
　

鯨

岡

兵

輔

〃
　
　
　
石
井
平
彌

〃
　
　
　

大

石

副

馬

〃
　
　
　日
比
谷

竹
次
郞

〃
　
　
　鴨

下

林

藏

〃
　
　
　
遠
峰
富
次

〃
　
　
　
疋
田
傳
八

〃
　
　
　新

關

正

應

〃
　
　
　鈴

木

次

夫

〃
　
　
　吉

澤

重

次

郞

〃
　
　
　野

澤

冬

藏

〃
　
　
　内

藤

寅

三

郞

〃
　
　
　
千
明
正
好

〃
　
　
　大

川

正

一

〃
　
　
　阿
出
川

信

孝

〃
　
　
　小

宮

信

三

〃
　
　
　中

山

元

一

〃
　
　
　永

井

一

己

〃
　
　
　田

幡

義

雄

〃
　
　
　小

川

寅

一

〃
　
　
　鈴

木

傳

一

〃
　
　
　三

澤

新

太

郞

〃
　
　
　

鈴

木

七

郞

〃
　
　
　

荒
井

甚

兵
衛

〃
　
　
　
遠
田
漂
治

〃
　
　
　

淺

古

幸

藏

〃
　
　
　

佐
久
間

治
衛
武

〃
　
　
　

宮

入

五

郞

〃
　
　
　
中
神
房
穗

〃
　
　
　

松

岡

士

富

〃
　
　
　

島
崎
正

治
郞

〃
　
　
　

江

川

長

吉

〃
　
　
　

丸
岡

光
一
郞

〃
　
　
　

岡

本

祐

海

〃
　
　
　
淸
水
丑
政

〃
　
　
　
大
神
田
貞
英

書

記

長
　
井

形

峯

次
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昭
和
二
十
四
年
度

工
業
統
計
調
査
始
ま
る

調
査
票
の
秘
密
は
必
ず
護
ら
れ
る

申
告
は
正
し
く
事
実
を
そ
の
ま
ま
に

毎
年
十
二
月
末
日
現
在
で
行

わ
れ
る
工
業
統
計
調
査
も
、
本

年
は
通
商
的
性
格
の
強
化
と
、

明
年
末
に
行
わ
れ
る
予
定
の
、

国
際
セ
ン
サ
ス
参
加
の
準
備
と

し
て
、
国
際
比
較
性
に
富
む
、

新
た
な
産
業
分
類
と
商
品
分
類

の
適
用
を
重
点
に
実
施
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
主
と
し
て
製

造
又
は
加
工
を
業
と
す
る
も
の

に
つ
い
て
行
う
の
で
あ
つ
て
、

具
体
的
に
は
こ
の
紙
面
で
説
明

し
き
れ
な
い
か
ら
、
調
査
員
が

あ
て
は
ま
る
事
務
所
に
参
り
ま

し
た
場
合
は
、
事
実
を
あ
り
の

ま
ま
調
査
票
用
紙
に
記
入
し
て

御
提
出
下
さ
い
。

こ
の
統
計
調
査
票
は
秘
密
に

取
扱
わ
れ
、
工
業
調
査
員
と
統

計
係
員
以
外
は
、
内
容
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
又
課

税
、
資
材
の
割
当
、
そ
の
他
そ

れ
ぞ
れ
の
事
業
所
或
は
事
業
主

の
利
害
に
関
す
る
よ
う
な
目
的

に
使
つ
て
は
な
ら
な
い
し
、
こ

れ
に
反
す
る
と
統
計
法
に
よ
つ

て
処
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
つ

て
い
る
の
で
、
安
心
し
て
正
し

い
記
入
の
調
査
票
を
御
提
出
下

さ
る
よ
う
お
願
い
た
し
ま
す
。

人
工
姙
娠
中
絶
を

出
来
る
人
と
行
う
医
師

指
定
医
師
は
足
立
地
区
優
生
保

護
審
査
会
(
所
在
地
、足
立
区

役
所
内
足
立
保
健
所
分
室
)
に

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者

に
対
し
て
人
工
姙
娠
中
絶
を
行

う
こ
と
の
適
否
に
関
す
る
審
査

を
申
請
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

(
1
)
本
人
又
は
配
偶
者
が
精
神
病

又
は
精
神
薄
弱
で
あ
る
も
の
。

(
2
)
姙
娠
の
継
続
又
は
分
娩
が
身

体
的
又
は
経
済
的
理
由
に
よ

り
母
体
の
健
康
を
著
し
く
害

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
。

(
3
)
暴
行
若
し
く
は
脅
迫
に
対
し

抵
抗
若
し
く
は
拒
絶
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
間
に
姦
淫
さ

れ
て
姙
娠
し
た
も
の

。

右
の
(
1
)
及
び
(
2
)
の
身
体
的
理
由

の
場
合
は
直
接
指
定
医
師
に
又
(
2
)

の
経
済
的
理
由
及
び
(
3
)
の
場

合
は
民
生
委
員
に
相
談
さ
れ
た

い
。
指
定
医
師
氏
名

鈴
木
病
院
　
　
　
鈴
木
七
郞

堀
内
医
院
　
　
　
堀
内
忠
雄

太
田
医
院
　
　
　
太
田
五
郞

井
出
医
院
　
　
　
中
條
み
よ

大
石
医
院
　
　
　
大
石
ア
ヤ
メ

松
岡
医
院
　
　
　
松
岡
初
年

芦
旧
医
院
　
　
　
小
畑
　
武

金
木
医
院
　
　
　
金
木
政
子

亀
有
日
立
病
院
　
白
石
康
人

安
東
医
院
　
　
　安東
秀
夫

新
井
医
院
　
　
　
新
井
寛
一

佐
々
木
病
院
　
　
橋
中
亮
五

尾
竹
橋
病
院
　
　
出
浦
義
毅

貯
蓄
組
合
設
立
の
功
著
し

大
山
区
長
に
大
蔵
大
臣
賞

通
貨
安
定
本
部
長
賞
授
与

貯
蓄
運
動
の
推
進
、貯
蓄
組
合

の
結
成
そ
し
て
そ
の
健
全
円
滑

な
る
運
営
は
経
済
再
建
の
礎
石

と
も
云
う
べ
く
、各
方
面
か
ら

注
目
さ
れ
て
い
る
が
、去
る
十

二
月
十
四
日
に
は
東
京
都
と
東

京
都
通
貨
安
定
推
進
委
員
会
の

共
同
主
催
で
国
民
貯
蓄
選
動
に

貢
献
し
、他
の
範
と
す
べ
き
貯

蓄
組
合
と
組
合
設
立
に
尽
し
た

個
人
の
表
彰
式
が
千
代
田
区
役

所
講
堂
で
行
わ
れ
た
。

当
区
か
ら
は
区
の
主
管
係
員
を
督
励

し
職
域
業
域
婦
人
会
を
通

じ
或
い
は
子
供
銀
行
な
ど
各
種

貯
蓄
組
合
の
結
成
に
尽
力
し
て

き
た
足
立
区
長
大
山
雅
二
氏
が

そ
の
業
績
を
認
め
ら
れ
個
人
の

資
格
で
大
蔵
大
臣
賞
、通
貨
安

定
本
部
長
賞
を
授
与
さ
れ
た
。

又
こ
の
日
、都
で
は
優
良
貯
蓄

組
合
を
表
彰
し
た
が
当
区
の
押

部
支
部
貯
蓄
組
合
と
十
王
堂
納

税
貯
蓄
組
合
が
厳
密
な
審
査
か

ら
選
ば
れ
都
知
事
と
東
京
都
通

貨
安
定
推
進
委
員
会
会
長
か
ら

賞
状
と
賞
品
が
送
ら
れ
た
。

押
部
支
部
貯
蓄
組
合
は
昨
年
一
月

設
立
組
合
員
は
農
民
で
、毎

月
十
五
日
に
は
貯
蓄
の
増
強
協

議
会
を
開
き
、供
米
、蔬
菜
の
売

上
代
金
の
一
部
を
割
い
て
貯

蓄
し
て
き
た
も
の
で
、組
合
員

数
は
四
五
名
貯
蓄
高
は
一
八
五

、五
〇
〇
円
、一
人
平
均
四
、一
二

三
円
と
な
つ
て
お
り
、又

十
王
堂
納
税
貯
蓄
組
合
は
昨
年

四
月
設
立
さ
れ
組
合
員
数
二
一

名
貯
蓄
高
三
九
〇
、〇
〇
〇
円

一
人
平
均
一
八
、
五
二
四
円
の

高
額
と
な
つ
て
い
る
。

又
こ
の
外
に
個
人
と
し
て
馬
場

敏
夫
氏
(
千
住
仲
町
一
〇
七
)

須
藤
義
雄
氏
(
当
区
第
十
三
出

張
所
長
)
が
組
合
設
立
の
尽
力

が
認
め
ら
れ
同
様
表
彰
さ
れ
た

確
か
で
有
利
な

積
立
郵
便
貯
金

積
立
郵
便
貯
金
は
御
家
家
は

も
ち
ろ
ん
お
勤
め
先
へ
も
毎

月
集
金
に
来
る
と
い
う
居
な

が
ら
に
し
て
出
来
る
便
利
な

貯
金
で
す
。

全
国
ど
こ
の
郵
便
局
で
も
取

扱
い
ま
す
か
ら
転
居
等
し
た

場
合
で
も
御
心
配
は
要
り
ま

せ
ん
。

毎
月
の
掛
金
は
百
円
、二
百

円
、三
百
円
、五
百
円
、千

円
、二
千
円
な
ど
幾
口
で
も

自
由
に
出
来
ま
す
。御
都
合

に
よ
つ
て
は
中
途
で
掛
金
の

増
減
も
出
来
ま
す
。

積
立
の
期
間
は
二
ケ
年
で
す

が
万
一
余
儀
な
い
事
情
の
起

き
た
場
合
は
期
問
内
で
も
元

利
共
払
戻
が
出
来
る
大
変
便

利
な
も
の
で
し
か
も
利
廻
り

も
良
く
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に

積
る
貯
金
で
す
。

新
春
を
寿
ぐ
談
笑
の
中
に
御

計
画
を
、御
子
様
方
将
来
の

た
め
に
も
、ま
づ
こ
の
積
立

貯
金
を
お
揃
い
で
お
始
じ
め

下
さ
い
ま
す
よ
う
お
勤
め
致

し
ま
す
(

足
立
郵
便
局
)

街
の
話
題

貯
蓄
の
増
強
、防
火
、防
犯
、

共
同
募
金
運
動
等
多
彩
な
事
業

を
繰
り
展
げ
て
き
た
千
住
第
一

主
婦
の
会
協
議
会
で
は
去
る
十

二
月
九
日
昭
和
二
十
四
年
最
後

の
協
議
会
を
開
催
、過
去
一
ケ

年
間
の
運
営
方
法
、実
践
し
て

き
た
諸
事
業
の
効
果
、
又
改
善

す
べ
き
点
に
つ
い
て
真
摯
な
意

見
を
交
換
し
、
主
婦
の
実
生
活

の
真
の
声
を
取
り
上
げ
て
強
力

円
滑
な
運
営
を
は
か
ら
う
と
申

し
合
わ
せ
散
会
し
た
。

×
　

×
　

×

千
住
元
町
婦
人
会
で
は
十
二
月

十
三
日
臨
時
総
会
を
兼
ね
て
生

活
改
善
講
座
を
開
催
、

講
師
に
農
林
省
生
活
改
善
課
農

林
事
務
官
佐
藤
長
子
先
生
を
招

き
生
活
と
能
率
及
び
教
養
に
つ

き
智
識
を
深
め
た
。

×
　

×
　

×

十
二
月
二
十
五
日
上
沼
田
町
及

び
下
沼
田
町
婦
人
会
で
は
民
生

委
員
、婦
人
会
々
長
副
会
長
外

数
名
の
役
員
が
要
保
護
世
帯
と

未
帰
還
者
留
守
宅
を
訪
問
密
柑

一
箱
づ
ゝ
を
贈
呈
激
励
し
た
。

監
査
委
員
　
遠
峰
　
富
次

〃
　

〃
　
　

八
幡
　
早
助

選
挙
管
理
委
員

会
委
員
長
　

小
宮
直
太
郞

委
員
　
　
　
千
ケ
崎
嘉
助

〃
　

〃
　
　

弘
澤
　
快
龍

〃
　
〃
　
　
田
中
　
廣
吉

区

長
　
　
　
大
山
　
雅
二

助

役
　
　
　
齋
藤
　
恒
助

収

入

役
　
　

大
津
　

正

副
収
入
役
　
城
　
彌
總
司

支

所

長
　
　

長
田
　
文
夫

総
務
課
長
　
北
島
　
十
吉
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区
長
の
理
想
と

出
張
所
め
ぐ
り

昭
和
二
十
五
年
の
新
春
か
ら

「出
張
所
め
ぐ
り
」
を
戴
せ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。区

長
は
常
々
出
張
所
は
区
役
所

事
務
の
最
前
線
で
区
政
の
民

主
化
は
先
ず
出
張
所
か
ら
と

申
し
て
居
り
ま
す
。此
の
意

味
か
ら
区
長
の
代
理
者
で
あ

る
所
長
の
方
針
と
出
張
所
職

員
の
氏
名
を
御
認
識
下
さ
い

ま
す
こ
と
は
何
か
と
得
る
も

の
が
あ
る
か
と
存
じ
今
後
一

貫
し
て
掲
戴
致
し
ま
す
。
何

卒
出
張
所
を
通
じ
て
直
結
さ

れ
た
明
朗
区
政
が
行
え
ま
す

よ
う
協
力
を
切
に
お
願
い
致

し
ま
す
。

出 張 所 め ぐ り

第 一 出 張 所
普
段
よ
り
一
層

、間
口
が
広
く

感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
、飾
り
立

て
ら
れ
た
街
々

の
店
頭
に
、歳

末
大
売
出
し
の
ビ
ラ

が
、冷
た

い
風
に
ふ
る
え

て
い
る
。常
磐

線
の
踏
切
り
で

、貨
車
の
入
替

作
業
の
為
、二

十
分
程
待
た
さ

れ
て
い
る
と
、

手
足
の
先
が
じ

ん
じ
ん
と
痛
い

。雨
や
、風
や

、雪
の
中
で
長

い
間
待
た
さ
れ
て
、踏
切
り
を

渡
ら
な
け
れ
ば
、区
役
所
ま
で

用
達
し
に
来
ら
れ
な
か
つ
た
時

か
ら
く
ら
べ
る
と
、区
民
直
結

の
事
務
を
、全
部
処
理
し
て
い

る
出
張
所
の
存
在
は
、常
磐
線

で
区
の
諸
行
政
機
関
と
遮
断
さ

れ
て
い
る
区
域
に
住
む
人
達
の

た
め
に
、非
常
に
便
利
に
な
つ

た
で
あ
ら
う
こ
と
と
、同
時
に

、そ
の
責
任
の
大
き
さ
を
今
更

乍
ら
痛
感
す
る
。
「今
日
は
」

、と
出
張
所
の
玄
関
を
入
る
と

、正
月
の
配
給
物
資
の
検
印
を

受
け
る
人
達
で
、ム
ツ
と
す
る

様
な
暖
気
が
顔
に
当
る
、並
ら

ん
で
い
る
人
の
肩
越
し
に
、奥

の
方
へ
挨
拶
を
言
う
と
、婦
人
団

体
の
代
表
者
ら
し
い
人
と
熱

心
に
話
を
し
て
い
た
二
階
堂
所

長
が
、
「や
あ
、い
ら
つ
し
や

い
」
、も
う
訪
ね
て
来
る
こ
ろ

の
時
間
だ
と
思
つ
て
い
ま
し
た

よ
と
、事
務
員
に
頼
み
開
き
戸

を
あ
け
て
呉
れ
た
。出
さ
れ
た

椅
子
に
腰
を
か
け
て
、婦
人
会

の
代
表
に
失
礼
を
詫
び
て
か
ら

早
速
、今
日
の
用
件
を
所
長
に

切
り
出
す
。
「区
政
の
最
前
線

に
お
ら
れ
て
、所
長
と
し
て
の

事
務
上
或
は
区
民
に
対
し
て
の

方
針
と
言
つ
た
様
な
も
の
は
…
」

、
と
尋
ね
る
と
、
一
寸
照
れ

た
様
な
恰
好
で
眼
鏡
を
拭
い
乍

ら
次
の
様
に
語
つ
た
。

「
私
は
先
ず
第
一
に
職
場
の
明
朗

を
保
つ
こ
と
に
全
員
が
協
力

す
る
、
第
二
に
百
パ
ー
セ
ン
ト

の
能
力
を
発
揮
し
て
事
務
に
従

事
す
る
、
こ
の
二
つ
を
モ
ツ
ト

ー
と
し
て
、
毎
日
の
仕
事
に
当

る
様
所
員
に
話
し
て
お
り
ま
す

、
働
く
場
所
が
朗
ら
か
で
あ
れ
ば

、
自
己
の
能
力
を
フ
ル
に
出

す
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
一
生

懸
命
働
け
ば
、
自
ず
と
朗
ら
か

に
な
つ
て
く
る
も
の
な
の
で
す

。
公
僕
と
し
て
の
必
須
条
件
で

あ
る
親
切
、
迅
速
、
丁
寧
、
確

実
、
総
て
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
能

力
で
事
務
を
処
理
す
れ
ば
、
そ

の
中
に
各
々
百
パ
ー
セ
ン
ト
含

ま
れ
て
了
ま
う
の
で
す
。
」

そ
の
間
に
も
窓
口
で
は
、
主
要

食
糧
購
入
通
帳
の
新
旧
の
引
換

え
が
て
き
ぱ
き
と
運
ば
れ
て
、

配
給
所
に
一
括
し
て
送
付
さ
れ

る
新
通
帳
の
山
が
出
来
あ
が
つ

て
い
る
。
お
茶
を
一
杯
御
馳
走

に
な
つ
て
立
ち
上
り
「
御
苦
労

様
で
し
た
」
。
と
明
る
い
声
に
送

ら
れ
て
出
張
所
の
玄
関
を
辞

し
た
時
は
、
何
時
の
間
に
か
風

が
高
く
な
つ
て
、
野
球
凧
が
一

つ
、
青
い
空
に
浮
い
て
い
た
。

右から　土谷康夫、工藤京子、舖野幸子
高橋たま、二階堂時信、強瀨綾子、森田
ときじ、伊藤長三

鑑
札
の
付
替
え
は

済
み
ま
し
た
か
?

十
一
月
十
六
日
か
ら
区
内
の
各

地
に
出
張
し
て
、
自
転
車
、
小

型
リ
ヤ
カ
ー
及
び
牛
馬
車
、荷

車
大
型
リ
ヤ
カ
ー
の
鑑
札
付
替

え
を
行
つ
て
き
た
が
、
十
二
月

二
十
二
日
で
出
張
に
よ
る
鑑
札

の
付
替
え
は
一
応
終
了
し
た
。

未
だ
済
ま
な
い
方
は
、
こ
の
際

至
急
区
役
所
窓
口
で
取
替
え
て

も
ら
い
た
い
。
旧
鑑
札
は
昭
和

二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
無
効

で
あ
る
。

な
お
取
替
え
の
際
は

一
、
自
転
車
税
若
し
く
は
荷
車
税

領
収
書
、
米
穀
通
帳
又
は
購

入
通
帳
及
び
印
章
を
御
持
参
の
こ
と
。

二
、
自
転
車
税
若
し
く
は
荷
車
税

未
納
の
方
は
現
金
(
自
転
車
税

若
し
く
は
荷
車
税
、
督
促
手

数
料
、
延
滞
金
)
を
持
参
す
る
こ
と
。

三
、
新
規
の
方
は
二
十
四
年
度

の
税
金
と
時
価
の
百
分
の
五
に

相
当
す
る
取
得
税
を
納
め
ね
ば

な
ら
な
い
。


